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地方独立行政法人市立東大阪医療センターに係る令和２年度評価委員会スケジ

ュール案

時期 事項 内容

8 月 6 日 第 1 回評価委員会 ① 令和元年度業務実績評価結果報告書（案）に

対する意見聴取 

（小項目評価・大項目評価・全体評価） 

② 中期目標期間見込評価結果報告書（案）に対

する意見聴取 

（大項目評価・全体評価） 

③ 令和元年度財務諸表に対する意見聴取 

令和元年度業務実績評価結果報告書、 

中期目標期間見込評価結果報告書 

（修正案）を委員長と事務局で速やかに調整

8 月下旬 市長副市長へ修正

案（報告）

令和元年度業務実績評価結果報告書（修正

案）、中期目標期間見込評価結果報告書（修正

案）の報告 

・中期目標（素案）の報告 

8 月下旬 評価委員会から市

長へ意見書の提出

令和元年度業務実績評価結果報告書、中期目標

期間見込評価結果報告書に対する意見書及び財

務諸表に対する意見書の提出（委員長一任） 

8 月下旬 第 2 回業務実績評

価会議

市で令和元年度業務評価結果報告書（修正

案）、 

中期目標期間見込評価結果報告書（修正案） 

の決定 

8 月下旬 議会報告 市は令和元年度業務実績評価結果報告書、中期

目標期間見込評価結果報告書を議会へ報告 

8 月下旬 評価委員事前レク ・中期目標（素案）に対する意見聴取 

（日程の都合が合わない場合は、第2回評価委員

会で意見聴取） 

9 月 1 日 第 2 回評価委員会 ① 評価委員の意見を反映した令和元年度業務実

績評価結果報告書（修正案）、中期目標期間

見込評価結果報告書（修正案）の事後報告 

（修正ある場合報告のみ） 

② 中期目標（案）の説明及び意見聴取 

中期目標（修正案）を委員長と事務局で速やかに調整

9 月下旬 評価委員（事前）

レク

① 中期目標（修正案）の説明及び意見聴取 

② 中期計画（案）の説明及び事前の意見聴取 

（各評価委員へ確認） 
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10 月 2 日 第 3 回評価委員会 ① 中期目標（再修正案）の説明及び意見聴取 

② 中期計画（案）の説明及び意見聴取 

10 月 15 日～

11 月 16 日

パブリックコメン

ト

中期目標（再修正案 案）の市民への意見聴取 

パブリックコメント実施後の中期目標（案）を 

委員長へ報告

11 月中旬～

11 月下旬

評価委員へ報告 パブリックコメント実施後の中期目標（案）を

評価委員へ報告 

11 月下旬 市長副市長へ報告 中期目標（案）を報告 

11 月下旬 評価委員会から市

長へ意見書の提出

中期目標（案）に対する意見書の提出 

11 月下旬 議会上程 市は中期目標（案）を議会へ上程（議決事項） 

現時点でのスケジュール案のため、状況によって変更となる場合があります。
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中期目標の期間設定について

1. 中期目標とは 

地方独立行政法人法第 25 条第 1 項に基づき、地方独立行政法人の設立団体の長（市

長）が、3 から 5 年以下の期間を定めて、地方独立行政法人が業務運営に関して達成す

べきと考える目標を定めたもの。

設立団体の長（市長）から地方独立行政法人に対して目標を指示することにより、

法人が達成すべき業務運営の目標を付与し、法人がこの中期目標に基づいて中期計画

を策定し、計画的に業務を遂行していく仕組みとなっている。

中期目標を定める意義は、①法人が中期計画を策定する際の指針、②法人の業務の

実績を評価する際の基準の 2 点にある。

2. 中期目標で定める事項 

法第 25 条第 2 項に定める事項が規定されている。定める事項は次の 5 点。

① 中期目標の期間

② 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

③ 業務運営の改善及び効率化に関する事項

④ 財務内容の改善に関する事項

⑤ その他業務運営に関する重要事項

3. 中期目標と中期計画の関係 

中期目標 中期計画

中期目標の期間 （中期目標期間と同じ）

住民に対して提供するサービスその他の

業務の質の向上に関する事項

住民に対して提供するサービスその他の

業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置

業務運営の改善及び効率化に関する事項 業務運営の改善及び効率化に関する目標

を達成するためとるべき措置

財務内容の改善に関する事項 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画

及び資金計画

短期借入金の限度額

出資等に係る不要財産又は出資等に係る

不要財産となることが見込まれる財産が

ある場合には、その財産の処分に関する計

画

重要な財産を譲渡し、又は担保に供しよう

とするときは、その計画

剰余金の使途

料金に関すること（公営企業型のみ）

その他業務運営に関する重要事項 その他設立団体の規則で定める業務運営

に関する事項
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4. 中期目標の期間設定について 

(ア)先行団体の状況（別紙あり） 

※変更なしには、3年 6ヶ月→4年（1箇所）、4年 6ヶ月→5年（2箇所）を含む。 

 2 期目において中期目標の期間を変更した団体は 6団体。4団体については、施設整備や

施設移転の時期の関係による変更であり、診療報酬改定に合わせた団体が 1 団体、市長の

任期に合わせた団体が 1団体となっている。 

(イ)期間設定する際に留意すべき要因 

① 中河内救命救急センターの指定管理期間（Ｒ3年度末まで） 

② 診療報酬改訂時期 

H30→R2→R4→R6 

③ 役員の任期 

中期目標期間の末日まで（理事長、副理事長及び理事） 

中期目標期間における最終事業年度の財務諸表承認日まで（監事） 

④ 新々公立病院改革プランの期間 

2期目期間設定の状況
期間 団体数

3年 6
4年 21
5年 20
未掲載 2
計 49

2期目の期間設定の状況
期間 団体数

変更なし 41
期間延長 4
期間短縮 2
未掲載 2
計 49
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先行団体の中期目標の期間設定状況

1期-2期期間変更理由
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期

H17.4.1 3年 3年 3年 3年 3年
H18.4.1 4年 4年 4年 4年
H18.4.1 5年 5年 5年
H19.4.1 5年 5年 5年
H20.4.1 4年 4年 4年
H20.4.1 4年 4年 4年
H21.4.1 5年 5年 5年
H21.4.1 4年 5年 5年 施設移行
H21.4.1 5年 5年 5年
H21.4.1 5年 5年 5年
H21.10.1 4年6カ月 5年 5年
H22.4.1 4年 3年 3年 施設移行
H22.4.1 5年 5年
H22.4.1 5年 5年
H22.4.1 5年 5年
H22.4.1 5年 5年
H22.4.1 5年 5年
H22.4.1 5年 5年
H22.4.1 4年 4年 4年
H22.4.1 3年 4年 4年 施設整備等
H22.4.1 4年 4年 4年
H22.10.1 3年6カ月 4年 4年
H23.4.1 4年 4年 4年
H23.4.1 4年 4年 4年
H23.4.1 5年 5年
H23.10.1 4年6カ月 3年 4年 診療報酬改定に合わす
H23.4.1 5年 5年
H23.4.1 4年 4年 4年
H23.4.1 4年 4年 4年
H23.4.1 4年 未掲載
H24.4.1 5年 5年
H24.4.1 3年 5年 4年 1期移転、2期救命センター設置、3期医療情勢対応

H24.4.1 4年 4年
H24.4.1 4年 4年
H24.4.1 4年 4年
H25.4.1 4年 4年
H25.4.1 4年 未掲載
H25.4.1 4年 4年
H26.4.1 4年 4年
H26.4.1 4年 4年
H26.4.1 5年 5年
H26.4.1 5年 5年
H26.4.1 4年 4年
H26.10.1 4年6カ月 5年
H27.4.1 4年 4年
H28.4.1 3年 3年
H28.4.1 3年 4年 市長の任期に合わす
H28.4.1 5年
H28.4.1 3年 3年
H28.4.1 3年 3年
H28.4.1 4年 4年
H28.10.1 4年6カ月

H29.4.1 4年
H29.10.1 3年6カ月
H30.4.1 5年
H30.10.1 3年6カ月
H31.4.1 5年
H31.4.1 4年
H31.4.1 4年
H31.4.1 4年

※ウェブサイトより確認
2期目期間設定の状況
期間 団体数
3年 6
4年 22
5年 20
未掲載 2
計 50

山梨県大月市 地方独立行政法人大月市立中央病院
公立甲賀病院組合 地方独立行政法人公立甲賀病院

茨城県筑西市 地方独立行政法人茨城県西部医療機構

北九州市 地方独立行政法人北九州市立病院機構

北海道広尾町 地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院

大津市 地方独立行政法人市立大津市民病院
地方独立行政法人くまもと県北病院機構設立組合 地方独立行政法人くまもと県北病院機構

栃木県 地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター

長崎県佐世保市 地方独立行政法人佐世保総合医療センター

北海道旭市 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院

東大阪市 地方独立行政法人市立東大阪医療センター

静岡市 地方独立行政法人静岡市立静岡病院
栃木県 地方独立行政法人栃木県立がんセンター

長野市 地方独立行政法人長野市民病院

大阪市 地方独立行政法人大阪市民病院機構
福岡県芦屋町 地方独立行政法人芦屋中央病院
宮崎県西都市 地方独立行政法人西都児湯医療センター

奈良県 地方独立行政法人奈良県立病院機構
秋田県秋田市 地方独立行政法人市立秋田総合病院
広島市 地方独立行政法人広島市立病院機構

栃木県小山市 地方独立行政法人新小山市民病院
岡山市 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター

大阪府吹田市 地方独立行政法人市立吹田市民病院

長崎県長崎市 地方独立行政法人長崎市立病院機構
徳島県 地方独立行政法人徳島県鳴門病院

福岡県鞍手町 地方独立行政法人くらて病院

堺市 地方独立行政法人堺市立病院機構
広島県府中市 地方独立行政法人府中市民病院機構
山口県下関市 地方独立行政法人下関市立市民病院

福岡県筑後市 地方独立行政法人筑後市立病院
福岡県川崎町 地方独立行政法人川崎町立病院
三重県 地方独立行政法人三重県立総合医療センター

兵庫県明石市 地方独立行政法人明石市立市民病院
兵庫県加古川市 地方独立行政法人加古川市民病院機構

山口県 地方独立行政法人山口県立病院機構

宮城県 地方独立行政法人宮城県立病院機構
京都市 地方独立行政法人京都市立病院機構

大阪府泉佐野市 地方独立行政法人りんくう総合医療センター

福岡市 地方独立行政法人福岡市立病院機構
福岡県大牟田市 地方独立行政法人大牟田市立病院
千葉県・東金市・九十九里町 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター

岐阜県 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院

岐阜県 地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院

佐賀県 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館

山梨県 地方独立行政法人山梨県立病院機構
長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構
岐阜県 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター

三重県桑名市 地方独立行政法人桑名市総合医療センター

千葉県山武市 地方独立行政法人さんむ医療センター

神奈川県 地方独立行政法人神奈川県立病院機構

東京都 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター

静岡県 地方独立行政法人静岡県立病院機構
神戸市 地方独立行政法人神戸市民病院機構

沖縄県那覇市 地方独立行政法人那覇市立病院
秋田県 地方独立行政法人秋田県立病院機構

宮城県 地方独立行政法人宮城県立こども病院

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構
岡山県 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター

R2.3.31現在

設立団体 法人名 設立時期
中期目標期間

長崎県佐世保市 地方独立行政法人北松中央病院

山形県・酒田市 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構

2期目の期間設定の状況
期間 団体数

変更なし 41
期間延長 4
期間短縮 2
未掲載 2
計 49

診療報酬改定（予定を含む。）

H24、H26、H28、H30、R1、R2、R4（予定）、R6
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第2期中期目標期間策定シミュレーション

令和5年度 令和6年度令和4年度

年
度
計

画
・
運
営

評
価

令和元年度 令和2年度

3
年

令和3年度

中
期
目
標
・

中
期
計
画

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

4
年

中
期
目
標
・

中
期
計
画

年
度
計

画
・
運
営

評
価

令和7年度

令和7年度

令和8年度

令和8年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和7年度 令和8年度

5
年

中
期
目
標
・

中
期
計
画

年
度
計

画
・
運
営

評
価

令和元年度 令和6年度令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

第1期中期目標・中期計画の期間
中期目標の策定

（意見聴取）

中期計画の策定

中期目標の策定

（意見聴取）

中期目標期間終了時に見

込まれる業務実績の

評価（意見聴取）

中期計画の修正

（意見聴取）
中期計画の策定

（意見聴取）

28年度計画策定 30年度計画策定 元年度計画策定 2年度計画策定

29年度計画策定

は評価委員会の関与

は医療センター作成

は設立団体で作成

年度業務実績の

評価（意見聴取）

年度業務実績の

評価（意見聴取）
年度業務実績の

評価（意見聴取）
年度業務実績の

評価（意見聴取）
年度業務実績の

評価（意見聴取）

年度業務実績の

評価（意見聴取）

年度業務実績の

評価（意見聴取）

中期目標期間の業務

実績の評価（意見聴取）

第2期中期目標・中期計画の期間

年度業務実績の

評価（意見聴取）

3年度計画策定 4年度計画策定 5年度計画策定 6年度計画策定 7年度計画策定

中期目標の策定

（意見聴取）

中期計画の策定

（意見聴取）

中期目標期間終了時に見

込まれる業務実績の

評価（意見聴取）

中期目標期間の業務

実績の評価（意見聴取）

中期計画の修正

（意見聴取）

年度業務実績の

評価（意見聴取）

年度業務実績の

評価（意見聴取）

年度業務実績の

評価（意見聴取）

中期目標期間の業務

実績の評価（意見聴取）

第2期中期目標・中期計画の期間

年度業務実績の

評価（意見聴取）

4年度計画策定 5年度計画策定 6年度計画策定 7年度計画策定

中期目標の策定

（意見聴取）

中期計画の策定

（意見聴取）

中期目標期間終了時に見

込まれる業務実績の

評価（意見聴取）

中期計画の修正

（意見聴取）

第1期中期目標・中期計画の期間
中期目標の策定

（意見聴取）

中期計画の策定

中期目標の策定

（意見聴取）

中期目標期間終了時に見

込まれる業務実績の

評価（意見聴取）

中期計画の修正

（意見聴取）
中期計画の策定

（意見聴取）

28年度計画策定 30年度計画策定 元年度計画策定 2年度計画策定

29年度計画策定

は評価委員会の関与

は医療センター作成

は設立団体で作成

年度業務実績の

評価（意見聴取）

年度業務実績の

評価（意見聴取）
年度業務実績の

評価（意見聴取）
年度業務実績の

評価（意見聴取）

3年度計画策定

年度業務実績の

評価（意見聴取）

8年度計画策定

年度業務実績の

評価（意見聴取）

8年度計画策定

中期目標期間の業務

実績の評価（意見聴取）

年度業務実績の

評価（意見聴取）

9年度計画策定

年度業務実績の

評価（意見聴取）

9年度計画策定

第3期中期目標・中期計画の期間

中期計画の修正

（意見聴取）

中期目標の策定

（意見聴取）

中期計画の策定

（意見聴取）

中期目標期間終了時に見

込まれる業務実績の

評価（意見聴取）

第3期中期目標・中期計画の期間

中期計画の修正

（意見聴取）

年度業務実績の

評価（意見聴取）

年度業務実績の

評価（意見聴取）

年度業務実績の

評価（意見聴取）

中期目標期間の業務

実績の評価（意見聴取）

第2期中期目標・中期計画の期間

年度業務実績の

評価（意見聴取）

4年度計画策定 5年度計画策定 6年度計画策定 7年度計画策定

中期目標の策定

（意見聴取）

中期計画の策定

（意見聴取）

中期目標期間終了時に見

込まれる業務実績の

評価（意見聴取）

中期計画の修正

（意見聴取）

第1期中期目標・中期計画の期間
中期目標の策定

（意見聴取）

中期計画の策定

中期目標の策定

（意見聴取）

中期目標期間終了時に見

込まれる業務実績の

評価（意見聴取）

中期計画の修正

（意見聴取）
中期計画の策定

（意見聴取）

28年度計画策定 30年度計画策定 元年度計画策定 2年度計画策定

29年度計画策定

は評価委員会の関与

は医療センター作成

は設立団体で作成

年度業務実績の

評価（意見聴取）

年度業務実績の

評価（意見聴取）
年度業務実績の

評価（意見聴取）
年度業務実績の

評価（意見聴取）

3年度計画策定

年度業務実績の

評価（意見聴取）

8年度計画策定

中期目標期間の業務

実績の評価（意見聴取）

年度業務実績の

評価（意見聴取）

9年度計画策定

第3期中期目標・中期計画の期間
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３市の中期目標の項目比較表（第1期及び第2期）

市立吹田市民病院（第2期） りんくう総合医療センター（第1期） りんくう総合医療センター（第2期）

H26年度～H29年度 H30年度～R３年度 H23年度～H27年度 H28年度～R２年度

第１　中期目標の期間 4年 4年 5年 5年

１　市立病院として担うべき医療 １　大阪府地域医療構想を踏まえて果たすべき役割 １　質の高い医療の提供 １　質の高い医療の提供

　（１）救急医療 　（１）災害医療・救急医療 　（１）災害医療・救急医療

　（２）小児医療、周産期医療 　（２）小児医療・周産期医療 　（２）小児医療・周産期医療

　（３）災害医療 　（３）高度医療・先進医療の提供 　（３）高度医療・先進医療の提供

　（４）高度医療

　（５）がん医療の充実

　（６）予防医療

　（７）福祉保健行政との連携

２　質の高い医療の提供 ２　市立病院として担うべき医療 ２　医療水準の向上 ２　医療水準の向上

　（１）安心安全な医療の提供 　（１）総論 　（１）医療職等の人材確保 　（１）医療職等の人材確保

　（２）信頼される医療の実施 　（２）救急医療 　（２）医療職の養成機能・医療技術の向上 　（２）施設・医療機器等の計画的な整備

　（３）医療職の人材確保、養成 　（３）小児医療・周産期医療

　（４）災害医療

　（５）がん医療

　（６）リハビリテーション医療

３　患者満足度の向上 ３　安心安全で患者満足度の高い医療の提供 ３　患者・住民サービスの向上 ３　患者・住民サービスの向上

　（１）職員の接遇向上 　（１）安心安全な医療の提供 　（１）診療待ち時間等の改善 　（１）診療待ち時間等の改善

　（２）院内環境の快適性の向上 　（２）チーム医療の充実 　（２）患者中心の医療 　（２）患者中心の医療

　（３）待ち時間の改善 　（３）コンプライアンスの徹底 　（３）院内環境の快適性向上 　（３）院内環境の快適性向上

　（４）ボランティアとの協働 　（４）患者サービスの向上 　（４）職員の接遇向上 　（４）職員の接遇向上

　（５）市民意見の活用 　（５）ボランティアとの協働によるサービス向上 　（５）ボランティアとの協働によるサービス向上

　（６）医療安全管理の徹底 　（６）医療安全管理の徹底

　（７）電子カルテシステム導入等のOA 化の推進

４　地域医療機関等との連携
４　本市の地域包括システムの構築に貢献する地域完結
型医療の体制づくり

４　地域医療機関等との連携強化 ４　地域医療機関等との連携強化

　（１）地域医療ネットワークづくり
　（１）地域の医療機関（かかりつけ医等）との機能分担・連
携

　（１）地域の医療機関との連携 　（１）地域の医療機関との連携

　（２）地域医療機関との機能分担と連携 　（２）在宅医療の充実に向けた支援 　（２）地域医療への貢献 　（２）地域医療への貢献

５　健都における総合病院としての役割

　（１）国立循環器病研究センターとの機能分担・連携

　（２）他の健都内事業者等との連携

　（３）予防医療に関する取組

６　地域医療への貢献

　（１）地域の医療従事者への支援

　（２）福祉保健施策への協力・連携

第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

市立吹田市民病院（第1期）
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３市の中期目標の項目比較表（第1期及び第2期）

市立吹田市民病院（第2期） りんくう総合医療センター（第1期） りんくう総合医療センター（第2期）市立吹田市民病院（第1期）

１　業務運営体制の構築 １　ＰＤＣＡサイクルによる目標管理の徹底 １　運営管理体制の確立 １　運営管理体制の確立

　（１）業務運営体制の構築

　（２）コンプライアンスの徹底

２　効率的・効果的な業務運営 ２　働きやすい職場環境の整備 ２　効率的・効果的な業務運営 ２　効率的・効果的な業務運営

　（１）適切かつ弾力的な人員配置 　（１）医療職の人材の確保・養成置 　（１）業務執行体制の弾力的運用 　（１）目標管理の徹底

　（２）予算執行の弾力化 　（２）人事給与制度 　（２）新たな給与制度の導入 　（２）人事給与制度

　（３）人事給与制度 　（３）モチベーション向上につながる評価制度の導入 　（３）職員の職務能力の向上

　（４）職員の職務能力の向上

　（５）予算執行の弾力化等

　（６）病院機能評価の活用

１　経営基盤の確立 １　経営基盤の確立 １　資金収支の改善 １　資金収支の改善

２　収入の確保と費用の節減 ２　収益の確保と費用の節減 ２　収入の確保と費用の節減 ２　収入の確保と費用の節減

　（１）収入の確保 　（１）収益の確保 　（１） 収入の確保 　（１） 収入の確保

　（２）費用の節減 　（２）費用の節減 　（２） 費用の節減 　（２） 費用の節減

１　職員の意識改革 １　情報の提供 １　感染症対策 １　感染症対策

２　情報の提供 ２　環境に配慮した病院運営 ２　救命救急センターとの円滑な統合
２　国際医療交流拠点づくり地域活性化総合特区の活用
及び協力

３　新病院移転計画への対応 ３　泉州南部における公立病院の機能再編

第４　財務内容の改善に関する事項

第５　その他業務運営に関する重要事項

第３　業務運営の改善及び効率化に関する事項
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３市の中期目標の項目比較表（第1期及び第2期）

第１　中期目標の期間

第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

堺市立病院機構（第1期） 堺市立病院機構（第2期）

H24年度～H26年度 H27年度～R元年度

3年 5年

１　市立病院として担うべき医療 １　市立病院として担うべき医療

　（１）救急医療 　（１）救命救急センターを含む救急医療

　（２）小児医療・小児救急医療・周産期医療 　（２）小児医療・周産期医療

　（３）感染症医療 　（３）感染症医療

　（４）災害その他緊急時の医療 　（４）災害その他緊急時の医療

２　高度専門医療の提供 ２　高度専門医療の提供

　（１）がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病への対応 　（１）がんへの対応

　（２）高度で専門性の高い医療の提供 　（２）脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病への対応

　（３）総合的な診療とチーム医療の推進 　（３）高度専門医療の推進

　（４）専門性及び医療技術の向上

　（５）臨床研究及び治験の推進

３　安全・安心で信頼される医療の提供 ３　安全・安心で信頼される患者中心の医療の提供

　（１）医療安全対策等の徹底 　（１）医療安全対策の徹底

　（２）患者の視点に立った医療の実践 　（２）医療の質の向上

　（３）医療の標準化と診療情報の分析による質の改善及び向上　（３）法令・行動規範の遵守（コンプライアンス）

　（４）法令・行動規範の遵守（コンプライアンス） 　（４）患者の視点に立った医療の実践

　（５）患者サービスの向上

４　患者・市民サービスの向上 ４　地域への貢献

　（１）患者サービスの向上 　（１）地域の医療機関との連携推進

　（２）誰もが利用しやすい病院づくり 　（２）地域での医療従事者の育成

　（３）待ち時間の改善 　（３）医療、保健、福祉、教育などの行政全般等との連携と協力

　（４）職員の接遇向上

５　地域医療への貢献

　（１）地域医療機関との連携推進

　（２）地域医療への貢献

　（３）人材の育成

　（４）疾病予防の取組

　（５）保健福祉行政等との連携

　（６）市民への保健医療情報の発信

1
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３市の中期目標の項目比較表（第1期及び第2期）

第４　財務内容の改善に関する事項

第５　その他業務運営に関する重要事項

第３　業務運営の改善及び効率化に関する事項

堺市立病院機構（第1期） 堺市立病院機構（第2期）

１　業務運営体制の構築 １　効率的・効果的な業務運営

　（１）業務運営体制の構築 　（１）自律性・機動性の高い組織づくり

　（２）質の高い経営 　（２）質の高い経営

　（３）事務経営部門の強化 　（３）外部評価等の活用

　（４）業務改善に取り組む組織風土の醸成

２　優れた医療スタッフの確保 ２　やりがいを感じ、働きやすい病院づくり

　（１）優れた医療スタッフの確保 　（１）職員のキャリアアップにつながる人事・給与制度の整備

　（２）教育研修の充実 　（２）働きやすい職場環境の整備

３　やりがいを感じる病院づくり

　（１）意欲を引き出す人事給与制度の構築

　（２）職員のやりがいと満足度の向上

　（３）働きやすい職場環境の整備

４　効率的・効果的な業務運営

　（１）組織・診療体制・人員配置の適切かつ弾力的運用

　（２）予算執行の弾力化

　（３）医療資源の有効活用

５　外部評価等の活用

　（１）監査の活用

　（２）病院機能評価等の活用

　（３）市民意見の活用

１　経常収支の黒字の達成 １　安定した経営基盤の早期確立

２　収入の確保と費用の節減

　（１）収入の確保

　（２）費用の節減

１　わかりやすい情報の提供 １　環境にやさしい病院運営

　（１）積極的な広報

　（２）適切な利用の啓発

　（３）経営状況の情報提供

２　環境にやさしい病院づくり

３　新病院整備の推進

　（１）確実な整備の推進

　（２）経費削減効果の確保

　（３）新病院の機能充実に向けた計画的な準備

　（４）救急医療のネットワークの構築

　（５）救急病床からの転床・転院先の確保

1
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吹田市評価結果
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泉佐野市評価結果
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堺市評価結果
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（参考）第１期中期目標構成

前文 前文

第１　目標期間　４年６カ月（平成28年10月1日～令和3年3月31日

第2　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に
関する事項

1　医療センターとして担うべき役割 1　医療センターとして担うべき役割

（1）救急医療 （1）救急医療

（2）小児医療、周産期医療 （2）小児医療、周産期医療

（3）がん医療 （3）4疾病に対する医療水準の向上

（4）４疾病に対する医療 （4）災害時医療

（5）災害時医療 （5）感染症への対応

（6）感染症への対応 （6）予防医療

（7）その他の役割 （7）保健福祉行政との連携

2　患者満足度の向上 2　患者・市民満足度の向上

（1）患者満足度の向上 （1）患者・市民満足度のモニタリング

（2）院内環境の快適性の向上 （2）職員の接遇向上

（3）患者満足度の向上

（4）院内環境の快適性の向上

（5）ボランティアとの協働

3　信頼性の向上と情報発信

（1）医療の質・安全対策

（2）情報発信、個人情報保護

4　地域医療機関等との連携強化 4　地域医療機関等との連携強化

（1）地域医療支援病院としての機能強化 （1）地域医療支援病院としての機能強化

第１　目標期間　　４年（令和３年４月１日～令和７年３月３１日）

第2　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

3　信頼性の向上と情報発信

第２期中期目標構成　（案）

大項目
（５項目）

小項目（２７項目） 小項目（３３項目）

１　これまで
２　第１期（見込）の振り返り
３　国・府・東大阪市の動向
４　第２期の目標、重点

2
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（参考）第１期中期目標構成第２期中期目標構成　（案）

大項目
（５項目）

小項目（２７項目） 小項目（３３項目）

（2）地域包括ケアシステム構築への貢献 （2）地域包括ケアシステム構築への貢献

（3）地域の医療ネットワーク構築の推進

第3　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
第3　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためと
るべき措置

1　業務運営体制の構築 1　業務運営体制の構築

（1）病院の理念と基本方針の浸透 （1）病院の理念と基本方針の浸透

（2）内部統制 （2）経営基盤を支える組織体制の整備

（3）適切かつ弾力的な人員配置 （3）内部統制

（4）医療資源等の有効活用

2　人材の確保と育成 2　人材の確保と育成

（1）人材の確保 （1）医療専門職の確保

（2）人材の育成 （2）法人職員の確保

（3）人事給与制度 （3）職員の育成

（4）職員満足度の向上

3　効率的・効果的な業務運営

（1）適切かつ弾力的な人員配置

（2）予算執行の弾力化

（3）人事給与制度

（4）契約の見直し

（5）医療資源等の有効活用

4　職員満足度の向上

第4  財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 第4  財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

1　経営基盤の確立 1　収入の確保

2　収入の確保 2　費用の節減

3　費用の節減

第5  その他の業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置
第5  その他の業務運営に関する重要事項を達成するためとるべ
き措置

1　中河内救命救急センターの運営受託 1　中河内救命救急センターの運営受託
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（参考）第１期中期目標構成第２期中期目標構成　（案）

大項目
（５項目）

小項目（２７項目） 小項目（３３項目）

2　地域医療構想を踏まえた役割の明確化 2　地域医療構想を踏まえた役割の明確化

3　施設整備に関する事項（施設の長寿命化、災害対応）
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Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ

1　医療センターとして担うべき役割 大項目 中項目 小項目

（1）救急医療 第２ 1　医療センターとして担うべき役割 （1）救急医療 4 3 3 3

（2）小児医療、周産期医療 第２ 1　医療センターとして担うべき役割 （2）小児医療、周産期医療 2 2 2 2

（3）がん医療 第２ 1　医療センターとして担うべき役割 （3）4疾病に対する医療水準の向上 3 3 3 3

（4）４疾病に対する医療（精神疾患の追加） 第２ 1　医療センターとして担うべき役割 （3）4疾病に対する医療水準の向上 3 3 3 3

（5）災害時医療 第２ 1　医療センターとして担うべき役割 （4）災害時医療 3 3 3 3

（6）感染症への対応 第２ 1　医療センターとして担うべき役割 （5）感染症への対応 3 3 3 4

（7）その他の役割（①疾病予防、②難病医療、③臨床研究、④保
健福祉行政）

第２ 1　医療センターとして担うべき役割 （6）予防医療、(7) 保健福祉行政との連携 2/3 3/3 2/3 3/3

2　患者満足度の向上 大項目 中項目 小項目

（1）患者満足度の向上 第２ 2　患者・市民満足度の向上
（1）患者・市民満足度のモニタリング、（2）
職員の接遇向上、（3）患者満足度の向上

3/3/3 3/3/3 3/3/3 3/3/3

（2）院内環境の快適性の向上 第２ 2　患者・市民満足度の向上
（4）院内環境の快適性の向上、（5）ボラン
ティアとの協働

2/4 2/3 3/3 4/3

大項目 中項目 小項目

（1）医療の質・安全対策 第２ 3　信頼性の向上と情報発信 3 3 3 3

（2）情報発信、個人情報保護（患者の権利尊重など） 第２ 3　信頼性の向上と情報発信 3 3 3 3

4　地域医療機関等との連携強化 大項目 中項目 小項目

（1）地域医療支援病院としての機能強化 第２ 4　地域医療機関等との連携強化 （1）地域医療支援病院としての機能強化 4 4 3 3

（2）地域包括ケアシステム構築への貢献 第２ 4　地域医療機関等との連携強化
（2）地域包括ケアシステム構築への貢献、
（3）地域の医療ネットワーク構築の推進

3/3 3/3 3/3 3/3

第3　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 第3　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 Ｃ Ｂ Ｂ Ａ

1　業務運営体制の構築 大項目 中項目 小項目

（1）病院の理念と基本方針の浸透 第３ 1　業務運営体制の構築 （1）病院の理念と基本方針の浸透 3 3 3 3

（2）内部統制 第３ 1　業務運営体制の構築
（2）経営基盤を支える組織体制の整備、（3）
内部統制

3/2 3/3 3/3 3/3

（3）適切かつ弾力的な人員配置 第３ 3　効率的・効果的な業務運営 （1）適切かつ弾力的な人員配置 3 3 3 3

（4）医療資源等の有効活用 第３ 3　効率的・効果的な業務運営 （5）医療資源等の有効活用 4 4 4 3

2　人材の確保と育成 大項目 中項目 小項目

（1）人材の確保（医療専門職、事務） 第３ 2　人材の確保と育成 （1）医療専門職の確保、（2）法人職員の確保 3/4 3/4 3/3 3/3

（2）人材の育成 第３ 2　人材の確保と育成 （3）職員の育成 3 3 3 3

（3）人事給与制度 第３ 3　効率的・効果的な業務運営 （3）人事給与制度 3 3 3 3

（4）職員満足度の向上 第３ 4　職員満足度の向上 2 2 2 3

第4  財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 第4  財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 Ｃ Ｃ Ａ Ｃ

1　経営基盤の確立 第４ （大項目のみ） 2 2 3 2

2　収入の確保 第４ 1　収入の確保 3 3 3 3

3　費用の節減 第４ 2　費用の節減 2 2 3 2

第5  その他の業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置 第5  その他の業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置 Ａ Ａ Ａ Ａ

1　中河内救命救急センターの運営受託 第５ 1　中河内救命救急センターの運営受託 3 3 3 3

2　地域医療構想を踏まえた役割の明確化 第５ 2　地域医療構想を踏まえた役割の明確化 3 3 3 3

3　施設整備に関する事項（施設の長寿命化、災害対応） 新規
R2.8.5時点の評価（案）

【R1評価案において、年度計画より上回って実施している項目】
〇感染症への対応→第2期中期目標についても引き続き維持
〇院内環境の快適性の向上→第2期中期目標についても引き続き維持

【R1評価案において、計画どおり実施している項目】
〇項目の集約化を図る。→第2期中期目標についても引き続き維持

【R1評価案において、年度計画を十分に実施できていない項目】
〇小児医療→第2期中期目標についても引き続き維持（市の重要施策に24時間365日の小児救急医療体制の確保がある）

【その他】
〇予防医療→第2期中期目標については、その他の役割の項目へ

【財政面での影響】
〇H30において、単年度黒字化を達成したものの、R1は赤字であった。
収支面での改善を図る点について、第2期中期目標についても引き続き維持
〇施設の老朽化対策など、長寿命化、災害対応など項目を新設

【医療の充実】
〇がん医療を項目化し、精神疾患の項目を追加→第2期中期目標において、5疾病に対応する医療として拡充

H28
評価

H29
評価

H30
評価

備考

第2　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

R1
評価
（案）

3　信頼性の向上と情報発信

第１　目標期間　４年６カ月（平成28年10月1日～令和3年3月31日）

第2　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第１期中期目標

大項目
（５項目）

小項目（３３項目）

第２期中期目標構成　（案）

大項目
（５項目）

小項目（２７項目）

第１　目標期間　　４年（令和３年４月１日～令和７年３月３１日）

【評価基準：大項目】

「Ａ」：中期目標・中期計画の実現に向けて計画どおり進んでいる。

「Ｂ」：中期目標・中期計画の実現に向けておおむね計画どおり進んでい

る。

「Ｃ」：中期目標・中期計画の実現のためにはやや遅れている。

【評価基準：小項目】

「４」：年度計画を上回って実施している。

「３」：年度計画を順調に実施している。

「２」：年度計画を十分に実施できていない。
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